
























報告第４号 

消防団員による草刈り作業中の設備損傷事故に係る損害賠償事件に関する

専決処分の報告について 

 消防団員による草刈り作業中の設備損傷事故に係る損害賠償事件に関し、その損害

賠償の額の決定及びこれに伴う和解について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

180条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分したから、同条第２項の規定によ

り、報告する。 

１ 専決処分をした年月日 令和６年 12 月 23 日 

２ 損害賠償及び和解の相手方 

  住所 下閉伊郡山田町豊間根 9-86-1 

  氏名 株式会社 青松 代表取締役 沈 松三 

３ 損害賠償の額 9,240 円 

４ 和解の内容 

損害賠償の額を３のとおりとし、当事者は、ともに将来いかなる事由が発生して

も一切の異議を申し立てない。 

５ 損害賠償の原因 

  令和６年 11 月 10 日午後３時 00 分頃、久慈市長内町第 18 地割地内において、久

慈市消防団第３分団の団員が、消火栓付近の草刈り作業中に誤って、相手方が所有

する資機材倉庫に付帯する監視カメラの配線を切断し、損害を与えたものである。       

  令和７年１月 27 日提出                            

久慈市長 遠 藤 譲 一 
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